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保 健 福 祉 委 員 会 記 録（Ｎｏ.９） 
 

 
１ 日  時   令和７年７月２４日（木） 

         午前 ９時５９分 開会  

午前１１時２３分 閉会 

 
２ 場  所   第１委員会室  

 
３ 出席委員（１０人） 

   委 員 長  金 子 秀 一   副 委 員 長  森 本 由 美  

   委 員  中 村 義 雄   委 員  西 田   一  

   委 員  小 松 みさ子   委 員  松 岡 裕一郎  

   委 員  中 村じゅん子   委    員  伊 藤 淳 一  

   委    員  柳 井   誠   委    員  小 宮 良 彦  

 
４ 欠席委員（０人） 

 
５ 出席説明員 

   保健福祉局長  武 藤 朋 美   総合保健福祉センター担当理事  古 賀 佐代子  

   障害福祉部長  坂 元 光 男   保健所担当部長  上 野 朋 子  

   精神保健福祉センター所長   小 松 未 央            外 関係職員       

 

６ 事務局職員 

   委員会担当係長  廣 門 実知江   書 記  岩 瀬 美 咲  
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７ 付議事件及び会議結果 

番号 付   議   事   件 会 議 結 果  

１ 
陳情第18号 精神障害者保健福祉手帳の不正取

得者への厳格な対応について 
継続審査とすることを決定した。 

２ 
北九州市自殺対策計画評価・見直し（第４回）の

市民意見提出手続実施結果及び最終案について 
保健福祉局より別添資料のとおり

報告を受けた。  
３ 北九州市自殺対策計画の期間延長について 

 

８ 会議の経過 

○委員長（金子秀一君）それでは、開会いたします。 

 本日は、陳情の審査を行った後、保健福祉局から２件の報告を受けます。 

 初めに、陳情の審査を行います。 

 陳情第18号、精神障害者保健福祉手帳の不正取得者への厳格な対応についてを議題といたし

ます。 

 事務局に文書表を朗読させます。事務局。 

（文書表の朗読） 

 本件について、当局の説明を求めます。精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 陳情第18号、精神障害者保健福祉手帳の不正取得者への厳格な

対応についてに対し御説明いたします。 

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定し交付することで、手

帳の交付を受けた方に対して各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の自立と社会参加の促

進を図ることを目的とするものです。 

 この手帳は、精神保健福祉法に基づいた審査を経て交付されます。具体的には、次のいずれ

かにより手帳を交付しています。 

 １つは、精神疾患を治療している主治医が作成した診断書を北九州市に提出し、北九州市精

神障害者保健福祉手帳・自立支援医療判定委員会において複数の精神科医による審査を行い、

国の定める判定基準を満たしていることを確認した方。もう一つは、精神障害を支給事由とす

る障害年金を受けている方で、年金証書の写しなどの書類を提出し、北九州市から支給団体に

照会を行い、支給事実を確認した方となっています。 

 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は２年間と定められています。そのため、有効期限の延

長を希望する方は、手帳の更新手続を行う必要があります。更新手続においても、改めて診断

書の審査や障害年金の支給事実の確認を行い、手帳の交付を行っております。 

 精神障害者保健福祉手帳を取得した方は、国の定める判定基準を満たさなくなったときは、
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速やかに手帳を返還しなければならないと定められています。また、市長は、精神障害の状態

が国の定める基準を満たさないと認めた方に対して、手帳の返還を命じることができるとされ

ています。 

 障害等級に定める精神障害の状態ではないことが著しく疑われる者、または偽りその他不正

の行為によって手帳を取得したことが著しく疑われる場合には、精神保健福祉法に基づいて対

処いたします。 

 北九州市におきましては、これまでも手帳の取得に必要な診断書を作成する医療機関、医師

向けに診断書記載の手引を配付しております。この手引には、診断書記載上の留意点のほか、

手帳制度の趣旨や返還についても掲載しております。また、手帳を取得しようとする方や取得

した方につきましては、各区役所保健福祉課窓口における丁寧な説明や北九州市ホームページ

を活用した周知などを行っております。 

 今後とも精神保健福祉法にのっとった手帳制度の適正運用に努めてまいります。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（金子秀一君）ただいまの説明に対し、質問、意見を受けます。なお、当局の答弁の

際は、補職名をはっきりと述べ、指名を受けた後、簡潔、明確に答弁を願います。 

 質問、意見はありませんか。西田委員。 

○委員（西田一君）数点お尋ねします。 

 まず、この陳情自体は、会社と社員について述べられておりまして、個別の案件かなとは思

うんですが、文書を読ませていただくと、相当緻密に構成されている文書であると捉えること

ができると思います。そういう意味では詳論という観点からも、この陳情書に何ら、かしとい

うか、落ち度はないのかなと思います。 

 まず前提として、こういった精神障害者をはじめ手帳を交付されている人、あるいは似たよ

うなケースで生活保護受給者も同じようなこと、つまり不正受給、不正取得があってはならな

いという、まず詳論の観点から、これまで市として、このようなケースにどのような対応をし

てきたのかというのをお尋ねしたいと思います。 

 今度、個別の、まさにこの陳情の件になるんですが、読み込みますと、会社として相当な調

査をされているんだろうなと思っていますし、この会社による同様の陳情、前任期もたしか出

されていたかと思います。そのときも、市として何らかの対応をされたのかなと思うんですが、

これまでの市の個別の対応について伺いたいと思います。 

 まず、その大きく２点からお尋ねします。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 委員から２点お伺いがありました。 

 このような不正取得が疑われるようなケースに対して、どのように対応してきたかというこ

とについてなんですけれども、そのようなケースがあれば、診断書を記載した医師などに、ま
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ずは事情をお聞きするとか、そういったことは検討していくことになると思います。 

 もう一つは、会社の陳情が、これが前回もありましたし、その後、市としてどんなことをし

てきたかについてのお答えなんですけれども、医療機関向けの周知として、先ほども申し上げ

ましたが、令和４年11月に、診断書記載の手引を改定いたしまして、それを医療機関に送付さ

せていただきました。 

 この改定に当たって、これには記載する上での留意点は書いているんですけれども、それに

加えて手帳制度の趣旨ですとか、障害等級を定める精神障害の状態でないことや不正取得が著

しく疑われる場合の対応とか、手帳の返還規定について新たに加えさせていただきました。 

 また、市民の皆様に関しては、これまでも区役所の保健福祉課窓口において、制度ですとか

手続に関する丁寧な説明は行ってきているんですけれども、そのほか、令和５年３月に手帳に

関する市のホームページを改定いたしまして、手続ですとか更新が必要なことなどを掲載させ

ていただきました。以上でございます。 

○委員長（金子秀一君）西田委員。 

○委員（西田一君）今の御説明を伺うと、少なくともこの陳情に関して、個別に対応はまださ

れていないということでよろしいですかね。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 陳情に書かれている方に関しては個人的なことなので、ここで

は、ちょっと回答は差し控えさせていただきたいと思います。 

○委員長（金子秀一君）西田委員。 

○委員（西田一君）確かに、まず、こういったケースの場合は該当すると思われる方の権利と

いいますか、御体調とか御健康に最大限の留意をしないといけないと、これはもちろん大前提

だと思うんですが、一方で、読み込むと、これ会社として相当緻密な調査をされているんだろ

うなと思います。じゃないと、ここまで具体的なことは当然書けないわけですよね、この方が

日常生活でこういうことをされていますよと。つまり、お仕事もちゃんとされています。周囲

との交流もあります。なおかつ、子供たちに武道の指導に当たっているとか、これボランティ

アもされているということなんでしょうが、この説明を読んでみますと、我々、一般的に健康

な方の生活というか、活動と何ら変わらないというところで、疑問が生じているということだ

と思うんですよね。 

 今日、このように会社としては勇気を持って陳情を出されておりますんで、当然、不正受給

であったり不正取得であったりといったようなことが、制度においてあってはならないという

ことで、市としてきちんと精査をすべきだと考えますが、その点についてはどう対応されるの

か、お聞かせください。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 不正取得はやっぱりあってはならないことですので、そこの点
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に関しては、私どももそういうふうには考えております。 

 これは国の制度ですので、国の実施要領で、返還をする場合の手順なども明記されておりま

す。この実施要領などを見ますと、やはり精神等級に定める精神障害ではないことが著しく疑

われるとか、偽りその他不正の行為によって手帳を取得したことが著しく疑われるというとこ

ろの規定がありまして、この著しく疑われるというのが、どのような状態かというのが一つの

ポイントになるのかなと思っております。 

 ただ、精神障害は、症状にやっぱり波がありますし、見た目だけでは判断がしにくいという

ところがありまして、この著しく疑われるものに該当するかどうかというところは、こちらも

やはり慎重に、例えば、診断書を作成した医療機関などへの聞き取りをまずは検討するとか、

そういったことを事例ごとに考えていきながら、慎重に判断していくものと考えております。

以上です。 

○委員長（金子秀一君）西田委員。 

○委員（西田一君）とにかく慎重であること、個人の人権が守られることというのは大前提だ

とは思いますが、一方で、やはり税金が入っている制度でありますので、そこをやはり御本人

様のためにも、もちろんこの会社のためにも、きちんと市として個別に精査を進めていただき

たいと思いますが、もちろん会社と話して、例えば、著しく疑われるというその証左を会社と

してお出しいただくことも可能かと思いますんで、そこは個別に、具体的に会社とぜひ調査を

進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 この手帳の制度が、先ほども申し上げましたように、２年ごと

の更新となっております。そのときにまた、２年ごとに、診断書で認定されているんであれば

診断書を拝見して、そこで複数の精神科医による審査を行って等級というのを決定しておりま

すし、もしその内容に疑いがあるんじゃないかとか、もう少しその状況を知りたいという場合

は、医療機関への問合せなども行った上で等級を認定しております。ですので、そういった機

会でしっかり御本人様の状況を確認しながら、対応していきたいと考えております。以上です。 

○委員長（金子秀一君）西田委員。 

○委員（西田一君）とにかく、制度において不正がないようにきちんと調べていただきたいと

思います。以上です。 

○委員長（金子秀一君）ほかにございませんか。伊藤委員。 

○委員（伊藤淳一君）不正受給というのは、あってはならないという大前提でいいんですけど、

非常に何ていうんかな、こういう精神疾患等というのは医学的にドクターが判断されて、診断

書が出て、また、複数の審議会があってというチェックが非常にあるわけですけども、新たに

ね、先ほど言われたように各医療機関において、令和４年に診断書の手引等も、また、新たに

基準を設けて出したということですけども、ドクターの診断そのものが問題になっているのか
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ね。ドクターの診断と、それから何ていうかな、我々素人が対象者を見る視点というのは違う

じゃないですか。医学的な視点というのは我々にないというか、薄いんであって、専門的な見

方から診断も出されるということでしているわけですから、やっぱり何ていうかな、この方が

障害の対象であるという客観的な状況なんかも、例えば、会社の方とかということもお知らせ

できるかどうか分からないんだけど、個人の情報だからですね、でないと妙なそごが現場で起

こるというね。 

 我々は、医学的な診断に全幅の信頼を置いているわけだから、そこがスタートになってくる

と思うんだけど、現状は、どう見てもおかしいんじゃないかというものがあるならば、そうい

うことに応えられるような診断というか、審議の結果というか、そういうものをもっと分かり

やすくお知らせするというか、そういったことができないのかなと思うんですけど、いかがな

んですかね。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 この診断書というのが、国の様式で決められて、定められてお

りまして、それを先生方に記載していただくというようなことになっております。 

 記載の方法ですとか、そういうのは統一といいますか、市の中でこのように記載してくださ

い、ここを確認してくださいとかという形で今お願いをして、それを手引に書いてお願いして

いる。疑いというか、ちょっと不足な面があれば、また、お問合せするというような形でやっ

ておりますので、そこでその医療機関と、こちらは共通認識を持って診断書を審査させてはい

ただいているところです。以上です。 

○委員長（金子秀一君）伊藤委員。 

○委員（伊藤淳一君）と思うんですよね。我々がというか、一般の人たちが対象者を見て不正

と思われるようなことで、何ていうかな、市にいろんな通報というか、そういういわゆる不正

ケースみたいなのは常に起こっているわけですか。毎年、こういうことが起こっている。それ

から持続的にずっと継続しているという、その辺はどうなんですか。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 特に、この方が疑わしいんじゃないかというような通報といい

ますか、そういったものは、精神保健福祉センターでは、今はお受けはしてない状況です。以

上です。 

○委員長（金子秀一君）伊藤委員。 

○委員（伊藤淳一君）話が違うかも分からないけど、生活保護の場面において、よくあるじゃ

ないですか。何か対象者がパチンコに行っているから、どうのこうのというね。結構周りの目

というのが、生活保護者に対しては厳しいものがあるんですけども、ちょっと私も異様な感じ

がするんですけども、精神疾患の場合は同じような視点で見れないなと。非常にデリケートな

問題が絡んでいると思うんですよね。 
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 先ほども言いましたように、医学的な所見というものを、例えば、この会社の方々に説明し

ていくとかということがないと、現場の方も納得させられないわけですよ。何でこの人が対象

者なんだという、この陳情じゃないですか。 

 そういった意味で、お互いに対立したらいけないから、そこを解決していくためには、そう

いう医学的な所見というものが非常に力を発揮すると思いますから、そういうことも含めて、

一方で、説明をこちらが分かりやすくしていくというようなことも必要なんじゃないかと思う

んですけど、そういうところっていかがですかね。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 やはり先ほど委員もおっしゃいましたけど、結構デリケートな

精神障害の状況にあるような方々なので、個人情報ですし、幾ら理解のためとはいえ、御本人

様の同意のない中で会社ですとか周りの方にお伝えするというのは、やはり難しいのかなと考

えております。以上です。 

○委員長（金子秀一君）伊藤委員。 

○委員（伊藤淳一君）できるだけね、そういった現場というか、会社の中で対立というか、そ

ういう疑わしき視点というか、そういう空気が流れると、会社の雰囲気としてもあまりよくな

いじゃないですか。そういったことが持続的に起こっているということ自体が、ちょっと問題

だと思うんで、そういった意味では、何ていうかな、説明というかね、できる範囲でやってい

くということが必要だと思うんでね、そういった意味での努力もお願いしたいなと思っていま

す。 

○委員長（金子秀一君）障害福祉部長。 

○障害福祉部長 御意見ありがとうございます。 

 医療的な見地というものを公に認めたものが一応手帳制度ということになりますので、今回、

その手帳の信頼が揺らぐような陳情と申しますか、現場でそういうことが起こっているという

ところ、我々も非常に心配をしております。 

 ただ、手帳制度の中で我々もきちっと調査をしていきながら、２年間の更新期間がございま

すので、そのときにやっぱり医療機関の御意見を聞きながら、できる限り的確に手帳が発行で

きるようにこれからも努めていきたいと思いますし、その手帳が、公の場で我々の信頼ができ

るものということを、そういった医療的見地も含めて、会社側にも安心が得られるような仕組

み、これをつくってまいりたいと思っております。 

○委員（伊藤淳一君）ありがとうございました。 

○委員長（金子秀一君）ほかにございませんですか。小宮委員。 

○委員（小宮良彦君）おはようございます。お願いします。小宮です。 

 ２年ごとの手帳の更新制度ですが、精神疾患の場合は処方が、30日が限界と僕は認識、勉強

してきましたが、更新のときにですね受診履歴、毎月１回受診をしていますとか診断書に記載
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される診断書が提出されているのかと、しっかり最大30日の処方、内服をされているのかとか、

そういう記載は、診断書から拾い出すことはできるんでしょうか。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 処方のお尋ねですけれども、手帳に関しては、その処方の内容

を書くようにとはなっておりませんで、あくまで病状と日常生活の様子を書いていただくよう

な形になっておりますので、精神障害者保健福祉手帳の中では、処方の内容とか通院の状況と

かそういったものは、確認はしておりません。以上です。 

○委員長（金子秀一君）小宮委員。 

○委員（小宮良彦君）今後、そのようなデリケートな疾患でもありますし、年末にもそういう

事件も起きました。そういうサポートも必要かと思います。そういうデリケートな疾患をお持

ちの方々をサポートしていく部分に関しては、今後やっぱり講習のときに、その手帳を発行す

るに当たって、受診履歴や処方の内容を明確にお伺いする必要性があるとは思うんですが、い

かがなものでしょうか。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 処方に関して言えば、今手帳の話になっていますけれども、自

立支援医療を私ども認定もしておりまして、その中で処方内容ですとか、受診時にどのような

治療をするのかとか、治療方針とか、そういったものは確認するようにはしております。です

ので、自立支援医療をその方がお受けになるということであれば、そういった中で、診断書の

中で確認はしているというところです。以上です。 

○委員長（金子秀一君）小宮委員。 

○委員（小宮良彦君）もちろん手帳をいただいて返納して、社会生活がゆっくり一般的に過ご

されるのが一番いいことと思いますが、中には継続的に終末期まで手帳をお持ちになっている

方もいらっしゃると思います。今回陳情上がっていますが、僕も医療機関で働いていましたの

で、ほかにもいろんな分野で、ちょっとおかしいなというようなことは多々ありましたので、

私もそれなりに今後も勉強は続けていきますが、執行部の皆さんも注視して、今後ともよろし

くお願いします。ありがとうございました。 

○委員長（金子秀一君）ほかにありませんか。中村じゅん子委員。 

○委員（中村じゅん子君）この陳情の下記の１、２、３なんですけど、今の御説明で拾うと、

１、２に関しては、手引を更新して医療機関に配付したり、保健福祉課の窓口に来た利用者と

いうか、患者にはちゃんとリーフレットも更新してお渡ししていると。３番目の、皆さん、今

も言われていますが、その精神保健福祉法に基づいて、市が医師の診察を受けさせたというか、

結果として、ちゃんとここまでやった件数って今お持ちですか。何人ぐらいでしたか。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 これまで返還命令を行った事例というのは、本市では、確認は
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されておりませんので、診察まで受けさせたとかという、そういう手続に入っていった事例と

いうのはございません。以上です。 

○委員長（金子秀一君）中村じゅん子委員。 

○委員（中村じゅん子君）今まで、過去に措置したことがないということですね。 

 逆に、どんな場合だったらするんですかね。ごめんなさい。教えていただきたい。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 先ほども申し上げたんですけれども、この国の実施要領の中で

返還の手続について、こういう対応をしなさいと書かれているんですけれども、これを見ると、

障害等級に定める精神障害の状態にないことが著しく疑われる者とか、偽りその他不正の行為

によって手帳を取得したことが著しく疑われる者にあってはこのような対応をという形で、先

ほどの診察という話になっていくんですけれども、そういった話があったときに、この著しく

疑われるというところをどうこちらが判断するかというのは、やはり個別の判断を慎重にして

いかないといけないと考えております。以上です。 

○委員長（金子秀一君）中村じゅん子委員。 

○委員（中村じゅん子君）本当に目に見えない障害なので、そこは先ほど皆さんもおっしゃっ

ていた。やっぱりドクターの主治医意見書というのを頼りにというのは、十分分かります。 

 あともう一つ、すみません。その２年ごとの更新のときに、手帳を返納する方の率というか、

率というたらおかしいですかね、数でも率でもいいんですけど、いらっしゃるのかどうなのか。

先ほど小宮委員も言われましたけど、100％継続しているのか、いやいや、やっぱり主治医さん

との、例えば受診が切れて、もう大丈夫だよってなって返納というか、なくなるのかというの

が、もし分かれば教えてください。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 令和６年度は、113件返還がございまして、ほとんどがお亡く

なりになったことによる返還というのが多かったんですけれども、精神障害の状態ではなくな

ったので返還しますということで、返還された方の件数は４件ございました。以上です。 

○委員長（金子秀一君）中村じゅん子委員。 

○委員（中村じゅん子君）先ほどから御説明があっているように、更新時にしっかり確認をし

てということですね。 

 私も障害の事業所をしていますので、やっぱり最終的には完治して、自立をしてというとこ

ろを皆さん目標にされていますので、そこまではしっかりサポートが必要な期間は丁寧にして

いただきたいと思って、以上で終わります。 

○委員長（金子秀一君）ほかにございませんか。西田委員。 

○委員（西田一君）また、関連でいいですか。先ほど緻密な調査ですね、その制度が揺らぐこ

とのない、きちっとした調査をお願いしたところなんですが、中村委員の御発言を受けて、３
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番目のところですね。 

 御答弁は、著しく疑われるというところが、具体的にどういうところなのかということを繰

り返しおっしゃっています。ただ、少なくともこの陳情を読み込みさせていただくと、繰り返

しになりますが、この会社の努力によって相当いろいろな調査をされているんだろうと思いま

す。まず、そこはぜひ会社から、具体的にどういった調査をしたのかと。その結果、このよう

に書かれているわけなんで、これをもって市がどう判断するのか。こういうこと、例えば、精

神疾患をお持ちの方、障害をお持ちの方でも、こういった社会における積極的な活動をどなた

もがされているのか。それとも、いやいやちょっと、さすがにこういった社会生活、社会活動

されておるようだと、精神疾患、精神障害に関して、疑うとまでいかないにしてもきちっと調

べないといけないというところを、ぜひ御検討いただきたいんです。 

 それと、医師の診断というところにおいて、何の病気にしたって、例えば、Ａ病院に行った

ら、こういうふうに診断されたけど、実はＢ病院に行ったらこうだった。それを基に手術をし

て完治したとか、あるいは誤診によって、例えばがんにしても発見が遅れて、結果的に亡くな

ったとか、精神疾患に関わらずいろんな病気で、病院によって診断が違うことがあるわけです

よね。という意味では、制度の根幹である医師の診断に関しては、やはりセカンドオピニオン

といいますか、別の医療機関できちっと客観性を担保する。これはもう絶対にやっていただき

たいと思いますんで、併せてお願いしておきます。以上です。 

○委員長（金子秀一君）要望ですね。 

○委員（西田一君）はい。 

○委員長（金子秀一君）ほかに。森本委員。 

○委員（森本由美君）本日の陳情でありますが、１番の手帳の不正取得は行われてはいけない

ということで、手帳制度の周知啓発を徹底することというのはしっかりしていらっしゃると思

いますし、今後もしていただきたいと思います。 

 質問については２と３になりますけれども、この精神障害の状態がなくなったときというこ

とについてなんですが、精神障害というのは内部障害で、外からは分からないということもあ

ります。それと状態、波があって、寛解したけれども、また、状態が悪くなる。 

 精神障害というのは、完治ってあるんですかね、私は寛解と受け止めているんですけど、ま

ず、そこのところを確認させていただきたいと思います。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 寛解と完治というところですけれども、完治というのはやっぱ

り、なかなか精神障害というか精神疾患にかかられると、やはり随分回復はされてきたけれど

も、手帳はなくなっても、やっぱり医療機関にはずっとかかられて日常生活を送っておられる

方もいますし、やっぱり完治するというのはなかなか、いらっしゃらないわけではないと思い

ますけれども、やはり付き合っていきながら日常生活を頑張って送られているという方は、多
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くいらっしゃるのではないかと考えております。以上です。 

○委員長（金子秀一君）森本委員。 

○委員（森本由美君）ありがとうございます。私もそのように思っておりまして、今日の委員

会の議論が、しっかりチェックをしなさいという流れになっているので、一言言わなきゃいけ

ないなということで申し上げておりますけれども、精神障害、精神疾患というのは、今職場で

もたくさんハラスメントで精神疾患になって手帳を受けている人が、私も労働相談を受けたり

しておりますので、増えています。市の職員の方でも、長期に休職している方が多いとも聞い

ております。 

 やはり必要な方がしっかり手帳を取れるような状態にならなければ、していかなければいけ

ないと思いますので、例えば、更新したときに状態がいいということもあるかもしれませんけ

れども、やはり寛解という状態だと、そういう場合も多々あると思うので、それで状態だけを

見て更新しないということは、今までそういったことはされていないということでよろしいん

でしょうか。必要な方がしっかり手帳を持って治療を受けられるということが大事だと思うの

で、そこの部分を確認したいと思います。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 精神障害、先ほど申し上げましたけど、手帳は、やっぱり疾患

の状態と、そして日常生活の様子、そこを総合的に勘案して等級を定めるものですので、寛解

状態であれば、手帳から外れるという方も、中にはいらっしゃいます。ただ、やはり継続して

治療を受けないといけないという状態は、障害があろうがなかろうが、疾患があると、やはり

お薬を続けないといけないとか、先生に１か月に１回会わないといけないというような方もい

らっしゃいますので、そういった方をカバーする制度としては、自立支援医療ですね、精神通

院医療があるのかなと考えております。以上です。 

○委員長（金子秀一君）森本委員。 

○委員（森本由美君）ありがとうございます。いずれにしても、手帳の不正取得はいけないこ

とだと思いますが、必要な方がちゃんと適正に診断を受けられて、必要な治療ができる、そう

いう状態は確保していただきたい。今、日本の社会では、精神疾患の方がたくさん増えており

ますので、そういったところはしっかり、心に留めて事業を行っていただきたいと思います。

以上です。 

○委員長（金子秀一君）ほかにございませんか。 

 ほかになければ、本件については慎重審議のため、本日は継続審査としたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で陳情の審査を終わります。 
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 次に、保健福祉局から、北九州市自殺対策計画評価・見直し第４回の市民意見提出手続実施

結果及び最終案について、及び北九州市自殺対策計画の期間延長についての以上２件について

報告を受けます。精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 北九州市自殺対策計画評価・見直しの市民意見提出手続実施結

果及び最終案について御説明いたします。 

 本日の説明資料として、お手元のタブレットに北九州市自殺対策計画評価・見直し第４回概

要版、北九州市自殺対策計画評価・見直し第４回案、進捗状況表一部抜粋、北九州市自殺対策

計画新旧対照表、そして北九州市自殺対策計画の見直し素案に対する市民意見募集の実施結果

について案を配付しております。 

 北九州市自殺対策計画評価・見直し第４回については、今年３月に本委員会に報告させてい

ただいておりますが、概要について改めて御説明いたします。 

 説明資料の北九州市自殺対策計画評価・見直し第４回概要版を御覧ください。 

 本計画は、平成29年度から令和８年度までの10年間の計画で、２年ごとに評価・見直しを行

うとしており、今回で４回目となります。 

 数値目標に自殺死亡率を、指標に地域の健康度を置いており、いずれも目標に達していない

ことから、今回の見直しでは変更しないこととしております。 

 目標に向けて、現在の取組を着実に継続していくとともに、新たな取組として、北九州市こ

ども・若者のいのちを守る対応チームの設置や同世代ゲートキーパー養成研修の実施、ＳＮＳ

等の活用による啓発活動の強化などを追加しています。 

 続いて、北九州市自殺対策計画の見直し素案に対する市民意見募集の実施結果について案、

を御覧ください。 

 市民意見の募集は、４月１日から４月30日まで行い、提出された御意見は６件でした。 

 内訳としては、計画における重点的な取組に関するものが３件、計画全般に関するものが３

件となっております。 

 計画の反映状況としては、計画に掲載済みが５件、その他が１件となっております。 

 北九州市自殺対策計画の見直し素案に対する意見と市の考え方案、を御覧ください。 

 計画における重点的な取組に関するもの３件のうち、１番は若年層への対策に関する御意見

でした。市としましては、現在、市立図書館と連携して、自殺対策に関する書籍展示等の取組

を行っており、引き続き効果的な方法を検討しながら、対策を実施していきたいと考えており

ます。 

 ２番は、中高年層への対策に関する御意見でした。市としましては、労働局との共催による

メンタルヘルスに関する講演会の開催や、窓口担当者を対象としたゲートキーパー養成研修等

を実施しており、今後も啓発や相談窓口の強化に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、３番は高齢者層への対策に関する御意見でした。市としましては、民生委員・児童委
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員活動ヘの支援や、ふれあいネットワーク活動への支援などを行っているところであり、今後

も行政機関、様々な地域活動の担い手、ＮＰＯ法人などが一体となって取組を推進していくこ

とが重要と考えております。 

 また、計画全般に関するもの３件のうち、４番は自殺対策に関する御意見でした。市としま

しては、今後も対策を進めていく必要があると認識しており、自殺対策に関する連絡会議等を

活用し、市内外の関係者の御意見を伺いながら、引き続き有効な取組について検討を進めてい

きたいと考えております。 

 次に、５番はベーシックインカム制度の導入に関する御意見でした。市としましては、自殺

に至る要因として、経済的問題も含めた様々な社会的要因があり、対策に取り組んでいく必要

があると認識しております。いただいた御意見については、今後の取組の参考とさせていただ

きたいと考えております。 

 最後に、６番は自殺予防のため、自信を回復させることが大切という御意見でした。市とし

ましては、相談者の自信回復のための一助として、自殺予防こころの相談電話を設置するなど

しております。いただいた御意見については、事業の充実を図っていくための参考とさせてい

ただきます。 

 以上、パブリックコメントの結果を踏まえ、北九州市自殺対策計画評価・見直し第４回につ

いて、関係機関と団体で構成する北九州市自殺対策連絡会議において協議いたしました。協議

の結果、素案からの変更はなく、最終案を策定いたしました。 

 本日の委員会での報告後、成案を９月に公表したいと考えております。 

 以上で北九州市自殺対策計画評価・見直しの市民意見提出手続実施結果及び最終案について

の説明を終わります。 

 続きまして、北九州市自殺対策計画の期間延長について御説明いたします。 

 本日の説明資料として、お手元のタブレットに北九州市自殺対策計画の期間延長についてを

配付しております。この説明資料を御覧ください。 

 北九州市自殺対策計画は、自殺対策基本法に定める市町村自殺対策計画として平成29年度に

策定され、計画期間は10年間となっております。 

 現計画は、令和８年度末に終期を迎えることから、令和９年度を始期とする第２期北九州市

自殺対策計画の策定が必要となりますが、１、内容にありますように、現計画の期間を１年延

長し、令和９年度末までとし、第２期計画の開始時期を令和10年度とさせていただきたいと考

えております。 

 ２、延長の理由を御覧ください。 

 自殺対策基本法において、市町村自殺対策計画は、国の自殺総合対策大綱等を勘案して定め

るものとするとされております。この大綱については、おおむね５年をめどに見直しが行われ

ており、次期改訂は令和９年度となる見込みです。以上を踏まえ、現計画の期間を１年延長し、
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第２期計画を令和10年度からとするものです。 

 ３、策定時期変更に伴う対応についてを御覧ください。 

 第２期計画の基礎資料となる「こころの健康に関する実態調査」につきましては、令和８年

度に実施する予定としております。 

 以上で北九州市自殺対策計画の期間延長について説明を終わります。 

○委員長（金子秀一君）ただいまの報告に対し、質問、意見を受けます。質問、意見はありま

せんか。松岡委員。 

○委員（松岡裕一郎君）見直しについて、ちょっと何点か。 

 まず、同世代ゲートキーパーの養成研修の実施ということで、やはり若年層の同世代のゲー

トキーパーを養成するということで、今後どのように考えていらっしゃるのか、若いゲートキ

ーパーを養成するということでかなり協力とか、いろんな学生とか高校生まで入れているのか、

その範囲とか、大学とか教育機関との連携とか、そういった考えが、もしあれば教えてくださ

い。 

 あと、その中でロールプレーイング、やはり研修をしっかりやらないと、悪い対応だったら、

やっぱり傷つけちゃうんですよね。いい対応で寄り添うような、こういったところの研修が大

事だと思うんですよ、若い人だからこそ。だから、そういったところも考えていただきたいと。 

 また、これはボランティアで考えているのか、報酬は考えているのか、責任を持たせる上で

も、やはりある程度報酬とかも、ブースに入って電話相談とかなら、拘束されるんであれです

けど、その辺は考えているのか考えていないのかということ。 

 あと、全体的にいろいろ自殺の状況ということで上がっていますが、本市は計画よりもかな

り増えているんではないかと思いますけど、こういったところでどのように分析されていらっ

しゃるのかということも、全体的に教えていただければなと思います。以上です。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 松岡委員から、今４点お尋ねがございました。 

 まず１点目ですが、同世代ゲートキーパー養成研修について、若年層の方々、今後どのよう

に広めていくのかというようなお尋ねでした。 

 今、北九州市立大学等々、大学にも協力をお願いして、大学生の自殺も全国的に深刻な状況

と言われておりますので、大学の先生にお願いして授業の時間を分けていただいてやるという

ような形で、今進めているところです。 

 高校も、今年度は県立高校の校長先生方にお話しさせていただく機会を得まして、そういっ

たところで、こういう取組をしているということは周知させていただいております。そういっ

た機会を捉えて、高校生、大学生に直接届けられるように、何か機会をつくっていきたいなと

考えております。 

 次に、ロールプレーが大事だという御意見でしたが、この同世代ゲートキーパー養成研修の
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中にロールプレーの時間がございまして、２人１組で聞く練習とかという形で、そういったシ

ナリオも準備しておりますので、それをみんなで読み合わせて体験していただく、そういった

時間は設けております。いわゆるロールプレーは大事ですので、これは引き続き、続けてまい

りたいと考えております。 

 ３点目の報酬はあるのか、今後どう考えるかというお尋ねですが、皆さん、いざというとき

にとか、お友達の様子が何か気になるなって思ったときに、あれって思ったときに行動が取れ

るように、気づいて声がかけられるようにとか、そういったことを身につけていただきたいと

思っておりますので、特に報酬ということは考えておりません。 

 最後に４点目で、計画よりも増えているという状況をどのように分析しているかというよう

なお尋ねですけれども、特に北九州市においては、令和２年から令和５年にかけて自殺者数が

急増していっておりまして、深刻な問題だなと考えております。 

 やはり自殺の動機、原因を拝見すると、健康問題だったり、経済・生活問題、家庭問題とい

うことで上がってはきているんですけれども、こういった問題が複合的に絡んでいるというの

が自殺の特徴でして、理由の特定というのはすごく難しいんですけれども、私自身の考えとし

ては、やっぱり新型コロナウイルスの影響が大きくて、人と人との関わり合いができなかった

とか、雇用形態がちょっと変わって、経済的に苦しい状況があったとか、そういったことがこ

れまで経験のない、ある意味、災害だったのかなと考えております。そういったところから様々

なストレス要因がさらに大きくなって、自殺に追い込まれてしまったという方もいらっしゃる

んではないかなと考えております。 

 ただ、令和６年は、確定時で北九州市が169人ということで、ゼロになっていないというのが、

そこは私どもも考えていかないといけないことなんですけれども、少し減りまして、コロナか

ら明けて、そこから皆さんの気持ちが少し軽くなったのかなとも感じてはいるんですが、今ま

た、経済状況も厳しい状況が続いておりますので、この状況がどうなっていくのかということ

は注視してまいりたいと考えております。以上です。 

○委員長（金子秀一君）松岡委員。 

○委員（松岡裕一郎君）丁寧な答弁いただきましてありがとうございます。 

 やはりロールプレーイング、これが物すごい大事だと思うんですよね。よかれと思った言葉

で傷つけたり、逆にこの一言で勇気づけられたり立ち直ったりするんで、いい研修の重みを、

ロールプレーイングでつけていただければと思いますし、あと、経済的に困っているんなら、

専門機関につなぐということですよね。若年層、同世代で、やはり専門機関につなぐところの

研修もしっかり重点を置いていただきたいと思います。分析をということで、やはり経済状況

も多いんじゃないかなと。二極化が始まっていて、経済的に全然大丈夫なところと物すごく苦

しいところがあるんで、そういう専門機関につなぐとか、もっと知っていれば助かったのにと

いうのが多々あると思うんで、これは保健福祉局だけじゃなくて産業経済局であったり、いろ
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いろ支援を重層的につないでいただければと、本当に切に願うところであります。よろしくお

願いします。要望で終わります。 

○委員長（金子秀一君）ほかにございませんか。柳井委員。 

○委員（柳井誠君）若年層、それから子供の自殺対策について。 

 国は、ここに書いているように２年前、令和５年６月にこどもの自殺対策緊急強化プランと

いうのを出して、それから先ほど同世代ゲートキーパーの取組の説明がありましたように、こ

れから進めるんじゃなくて、もう既に働きかけも始まっていると思います。 

 それで、あと北九州市で子供、若者の対応として重視している対応チームの設置が、どのよ

うな準備がなされて、既に設置されているのかどうか。 

 それから、全児童生徒にタブレット端末が配置されて完備しているんですかね。そのＳＮＳ

を活用した児童生徒向けの相談窓口の実施がもし始まっているならば、実際に仕組みはできた

けれども、子供たちがどれほど、件数で結構ですけれども、相談に訪れてきているのかという

点ですね。 

 最後に、国のプランでは、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの役割重視

ということもうたわれております。小学校５年生ですか。全員面接という仕組みも既に始まっ

ておりますけれども、この自殺対策の子供の対策強化プランを受けて、配置の促進、増員とか、

あるいは取組を、どの点を強化しようとしているのかという３点お伺いいたします。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 北九州市こども・若者のいのちを守る対応チームにつきまして

は、令和６年度末に設置をさせていただきまして、今、既にあるというような状況になってお

ります。ですので、今からどうするかということではなくて、今既に設置はしておるという状

況です。 

 それと、２ついただきました御質問ですね、タブレット端末との関連ですとか、ＳＮＳの相

談窓口ということで教育委員会がされているんですけれども、教育委員会の所管ですので、ち

ょっとどのくらいの御利用があっているのかとか、そういったタブレットの利用の状況ですと

か、そういったところは、すみません。こちらで把握しておりませんで、ちょっと回答できま

せんので、申し訳ございません。以上です。 

○委員長（金子秀一君）柳井委員。 

○委員（柳井誠君）スクールカウンセラーも、同じく教育委員会所管ですか。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーも教育委

員会の所管になりますので、配置の状況ですとか、そういったことは、申し訳ございません。

お答えできない状況です。 

○委員長（金子秀一君）柳井委員。 
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○委員（柳井誠君）分かりました。対策チームが結成されて、既にこれからの動きが始まると

ころだということなんで、恐らく教育委員会についても、所管している重点項目は進みつつあ

ると思いますんで、ぜひ教育委員会とも情報交換し、連携しながら取組を強化していただきた

いということをお願いしておきます。はい、以上です。 

○委員長（金子秀一君）ほかに。小松委員。 

○委員（小松みさ子君）小松です。よろしくお願いいたします。 

 まず１つ目に、市民からの御意見の中の市の考え方として、薬物、ギャンブルの問題で困っ

ている人たちの相談窓口、自殺未遂者支援の取組を実施していきますということですけど、こ

のギャンブル依存症の方たちとか、あとアルコール依存症の方たちで集まって、アルコール依

存症でしたら断酒会とかですかね、ああいう形で皆さん、やっぱり同じ思い、悩みを持った人

たちが一緒になって乗り越えていくところをつくるといいのではないかなって、そういうとこ

ろがありますというのはお聞きしたんですけど、もっと皆さんに周知するということはどうい

うふうにされているんでしょうか。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 自助グループですね、断酒会をはじめとする自助グループの支

援は、精神保健福祉センターでさせていただいております。 

 そういった方々が、団体は複数ございますので、こちらでそういったグループの方と定例的

にお話しする機会もございます。そのときに情報誌の発行ですとか、年１回フォーラム展とい

う形で大体11月ぐらいにさせていただくんですけど、皆さんの体験発表ですね、これまでのこ

ととか、そういったことを発表する機会をつくったりとかというようなことも、私ども一緒に

なってやっているんですが、委員のおっしゃるとおり、やっぱり市民の方への周知啓発という

のは、それはすごく大事なことだなと思っています。情報誌を発行してホームページに掲載さ

せてもらっていたと思うんですが、そういった形での周知になっているので、今後、より皆様

方に知っていただくためにどういった周知啓発が適当なのかとか、どういったことをしていけ

ばいいのかとかといったことについては、これからも考えていきたいと思っております。以上

です。 

○委員長（金子秀一君）小松委員。 

○委員（小松みさ子君）ありがとうございます。情報紙とかホームページに掲載、なかなか正

直、ホームページを開いて見るかなっていうところがありますので、今どの対策の中にも、Ｓ

ＮＳを活用してとありましたけど、もっともっとＳＮＳを活用して周知をしていったほうがい

いんではないかなと思いましたし、ギャンブル依存症の方たちとか、やっぱりどうしても駄目

って分かっていても行ってしまうと。行ったところで、何かポスターが貼ってるとか、相談窓

口があるとかとされると、ちょっと行ってみようかなと思われたりすることもあるんではない

かなというのを思いますので、そういうのも検討していただいたらいいんではないかなと、一
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つ思いました。 

 あと、自殺の対策強化月間というのが３月になっているんですけれども、休み明けとかに、

また学校に行かないといけない、またあの状況が始まるとかという、子供さんたちはすごくそ

れで自殺をしてしまうということも、よくニュースでも見ますので、３月もそうですけど、常

に発信はされているんでしょうけれども、今ちょうど夏休みで、夏休みが明けた９月とかのた

めにも、今からしっかりと子供たちの、やっぱりＳＮＳが一番いいのかなとは思うんですけど、

そういう対策を取っていただいたらいいのではないかなと思うんですけど、そういうところで

は何かされる予定はあるんでしょうか。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 ３月が自殺対策月間、９月が自殺予防週間ということでござい

ます。 

 委員のおっしゃるとおり、子供たちは、やはり長期休暇明けには自殺者数というのが増えて

いるというのは全国的に言われておりまして、教育委員会の方ともお話しするんですけれども、

すごくそこは、とても気にしておりますということは、教育委員会の先生方とも情報交換はし

ております。 

 基本的には、教育委員会が中心となってされると思うんですけれども、今日こういった御意

見をいただきましたので、私たちにできることは何なのか、そういったことも、また、考えて

いきながら対策を進めていきたいと考えております。以上です。 

○委員長（金子秀一君）小松委員。 

○委員（小松みさ子君）ありがとうございます。本当に一人でも予防できたらいいなと思いま

すので、また、一緒に考えていきながら取組を進めていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 

○委員長（金子秀一君）ほかにございませんか。伊藤委員。 

○委員（伊藤淳一君）ちょっと２～３質問させていただきます。 

 最初に読んでいてね、ちょっと分かりづらいのが、元号でこれずっと書かれているんだけど、

西暦と併記、ぜひやってもらいたいんですよね。経年的変化というのは全然つかみにくいんで

すよね、平成があり、令和がありということで。ぜひ、そこを併記していただきたいんですけ

ど、どうですか。その辺をまず最初に。 

○委員長（金子秀一君）一括で質問お願いします。 

○委員（伊藤淳一君）はい。ぜひやっていただきたいと思います。 

 それと、概要版のところで自殺の状況というのが、一覧表があります。先ほども説明があっ

ているように、令和に入ってずっと、全国もそうですけど、北九州市が伸びてきているんです

ね。これを見ますと、全国と北九州市の比較ができるんですけど、北九州市の自殺率の増え方

というのが、全国と比べてはるかに多いんですよ。令和５年はもう自殺者数が、先ほど令和６
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年のこと言われましたけど、ちょっとそれは横に置いといて、200人台まで持ってきたというこ

とですよね、自殺率も20％台に上がってきたということです。これは、全国と全然違うところ

ですね。 

 かつ、増え方というのも令和２年を見てみますと、自殺死亡率というのがあるんですけど、

ここで全国と比較すると0.45ぐらいしか開いていないんですけど、令和３年が1.19、令和４年

が2.04、令和５年が4.25ということで、倍々になってきているというところで、これも北九州

市の独特の要因が何かあるのではないかと、ちょっと見て思ったんですけど。先ほどの説明で、

令和に入って、確かにコロナがあって、コロナの影響、私も非常に大きいと思うんですけど、

それだけで片づけられないような何か要因があるのかなと、これだけ見て思うんですけど、そ

の辺がどう、これから見られているのかという質問と、それに関連してですけどね、この自殺

対策計画評価・見直しの10ページなんですけど、ここに年代別の自殺者数の推移というのがあ

るんですね。これを見ますと、40代、50代が毎年のように増えてきているということが特徴で

すね。令和元年と令和５年とを比較してみますと、40代、50代で大体1.5倍ぐらい増えているん

ですね。だけど、ちょっと今30代が増えたり減ったりしているんですけど、令和元年と比べる

と令和５年は、ここも２倍ぐらい増えているんですよ。そして、かつ60代を見ますと、ここも

減ったり増えたりするんですけど、令和４年と令和５年を比べると、一気に38まで来ているん

ですよ。 

 そういうようなものを見ますとね、先ほどと同じような質問になるんですけども、何かこの

辺に、北九州市の独自の要因があるのではないか。この辺をしっかり分析しておかないと、何

か課題を見落とすんではないかというような心にちょっと思いがあるんですけど、その辺はど

う捉えておられるのか、御説明をお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 ３点御質問いただきました。 

 １点目は、西暦との併記ですね、そこはさせていただきたいと考えております。 

 ２点目ですが、北九州市の独特の要因があるんじゃないかと。先ほど私、コロナのことをお

伝えしましたけれども、コロナ以外にも要因があるのではないかというような御指摘、御質問

をいただいたと思っております。それにつきましては、確かに自殺者数が増えているというの

は事実なんですけれども、これを分析するとなると、サンプル数自体がやっぱり少ないという

ような状況がありまして、詳しい分析というのがなかなか難しいという状況がございます。た

だ、委員がおっしゃったみたいに、隠れた何か理由があるんじゃないかとか、そういったこと

はやはり私たちも考えていかないといけないとは思っておりまして、コロナと申し上げました

けど、社会情勢にかなり自殺が影響されますので、そういったところも考えていかないといけ

ないなと思っております。 

 ３点目ですね、40代、50代の方が1.5倍というお話ですけれども、ここには北九州市独自の理
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由というのがあるのかもしれないんですが、コロナもありますし、また、氷河期世代の方々の

世代というのがありますので、何か影響とかもあるのかな、どうなのかなという、ちょっとす

みません。はっきりとした分析をお示しできないんですけれども、いろいろな可能性は考えて

いかないといけないのかなと考えております。以上です。 

○委員長（金子秀一君）伊藤委員。 

○委員（伊藤淳一君）ありがとうございます。その辺を、何ていうかな、詳しく解析していく

のが、この自殺対策にもね、大きなヒントがそこに隠されているんじゃないかなというような、

これを見ていて思ったわけです。そういう意味で大変だと思うんですけど、ちょっとその辺の

研究といいますか、調査といいますか、引き続きお願いしたいと思います。 

 また、その経過、結果なんかもお知らせ願えたらと思います。以上です。 

○委員長（金子秀一君）ほかにありませんか。森本委員。 

○委員（森本由美君）資料を興味深く拝見いたしました。それで見解と質問になりますが、ま

ず、この自殺対策計画評価・見直しというところで、北九州市は女性の自殺が急増しているん

ですね。私も前から言っていたんですけど、市の全てのいろんなデータにジェンダー統計とい

うことで、やはりそこの性差のことも記述していただきたいと思っています。これも評価・見

直し案のところで、９ページのところで、北九州市、女性が急増しています。いろいろ資料見

ると、やっぱり若い10代、20代の女性が増えている。50から59というのもありますけれども、

やはりどうして女性が増えたのかという分析は必要だと思います。 

 重要な課題のところに、世代別とか職業別はあるんですけれども、職業別の主婦のところで、

この人は女性だろうなというのは分かるんですが、やはり女性というところで、一つ重点的な

取組の視点で、課題の項目に女性を入れていただきたいということ。それと、ジェンダー統計

ということで必要なのが、１つ。 

もう一つは、女性がやはり、まだまだ男女平等にはなっていない。ジェンダーギャップ指数

も先進国の中で最下位ということもあり、女性が生きづらいという現状があります。自分も生

きてきて、やっぱりそのように思っております。 

 特に女性が、性的搾取というものが日本はひどいなと思っていまして、セクハラとか性暴力、

ＤＶ、そういったものについて、やはり重点的な取組のところには書いていただきたいなと思

うんですね。本来でしたら、やはり詳細な分析、なぜ女性が急増したのかというところはぜひ

取り組んでいただきたいと思いますけれども、そういうのは所管局と連携してやるということ

にしていただけないのかなということが１つ。 

 もう一つは、重点的な取組の視点というところで、世代別には出ていまして、若者、中高年

層あるんですけど、働いている人というところでも、一つ重点的な取組の視点に入れていただ

いて、職場のハラスメントでメンタルやられている方、私もたくさん見ていますし、相談も受

けているので、そこのところの視点も必要ではないかと思っています。 
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 いただいた資料の中で、安心して働ける労働環境づくり事業ということ、これは産業経済局

ですかね、他の関連局と連携して市の職員のメンタルヘルスの取組も連携して取り組むんだと

思うんですけれども、この計画の中に、文言はやっぱり入れるということが必要ではないかな

と思いますので、それについてどう考えるか、聞かせていただきたいと思います。 

 もう一つは、分析がなかなかできないということでありましたけれども、国が今後、今もさ

れていると思いますが、自殺事例等の詳細な調査と分析をされるということなので、それもし

っかり見ていただいて、今後それに沿って対策をしていただきたいということ。それと、今の

現在の社会・経済情勢、物価高というのもありますし、格差も開いているということなどがあ

りますので、そういうのも踏まえた分析とか対応が必要ではないかと思います。それが関係局

との連携だと思います。 

 もう一点、具体的な指摘としては、指標のところで地域の健康度というのがありました。そ

このところが、自殺率の目標がゼロにならなのは分かるんですけど、なかなか現実的に難しい

ということで、指標は、目標ゼロということでしていただいて、ゼロでなくすということでし

ていただいても、結果的には、ゼロにはなかなかなりにくいというので、目標をもっと高く掲

げて取り組んでいただけないかなと思いますけれども、それについての見解もお願いいたしま

す。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 委員からの御指摘、御意見いただきました。 

 女性が急増しているというような状況は、確かにございます。働いている人の取組もやって

いかなきゃいけない。課題はたくさんあります。今回の評価の見直しにおきましては、もとも

との自殺対策計画本体が、視点として重点的な取組を、若年層、中高年層とか高齢者、自殺未

遂者、うつ、アルコール依存症ということで分けて、そこでそれぞれの取組というような形で

させていただいている関係で、これに基づいて、今回も評価・見直しを行ったという経緯がご

ざいます。 

 今日いただいた意見を踏まえまして、御参考にもさせていただきながら、次期計画で、また、

検討していくのかなとは考えております。それに向けて、ちょっとこちらもいろいろと研究、

勉強を積み重ねていきたいと考えております。 

 あと、自殺率の目標ですね、確かにゼロを目指していきたいんですけれども、なかなか達成

が難しいと。令和５年は自殺死亡率20を超えていましたし、令和６年は20を切ったんですけれ

ども、やはりゼロにはなかなか難しいというところで、事業全体の在り方なども評価するに当

たっては、確かに高いところに目標は持っていきたいんですけど、まだちょっと達成できてい

ないというところで、今回はそのままの数値目標にさせていただいて、気持ちはゼロを目指し

て、私たち一つ一つの事業を展開していきたいとは思っておるんですが、計画上では13.33以下

ということにさせていただきたいと考えております。以上です。 
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○委員長（金子秀一君）森本委員。 

○委員（森本由美君）ありがとうございます。今所長が答えていただいたのは自殺死亡率なん

ですけど、私が指摘したのは地域の健康度、自殺死亡率ゼロは難しいなと思っているんですが、

その指標としての地域の健康度をゼロにする目標で、対策をしっかりするということはできる

のかなと思うんですが、それについてはいかがでしょうか。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 すみません。私が誤認をしていまして、申し訳ございませんで

した。 

 地域の健康度ですね、確かに委員がお示ししているのが、12.08ということでお示ししていま

す。こちらが、５年に１回のこころの健康に関する実態調査の中でこの項目がございまして、

ここで確認をしていくとしております。高いところでゼロって持っていくというのは、確かに

そうなんですけれども、皆様の状況がどうかなというのがちょっと分からないところで、ゼロ

にはしたいんですけど、現実的にちょっとどうかなというところではありますが、それについ

ても、この指標自体が、現行の計画では地域の健康度ということで置かせていただいています

けど、次期の計画において、また、ここをどうしていくのかというのは、そこは検討していか

ないといけないところですので、今回はこの12.08％を目標とするというところで置かせていた

だいて、次期の計画の中で、また、考えさせていただきたいと思います。以上です。 

○委員長（金子秀一君）森本委員。 

○委員（森本由美君）ありがとうございます。国の自殺対策に沿ってということでありますの

で、もし、この後、話が出てくるかもしれませんけど、国の自殺対策計画にそういった項目が

ないのであれば、そういうのを入れたらどうかというのを早急に意見として申し上げていただ

きたいと思います。 

 女性の項目、働いている方の項目というのを、それはしていただくことは可能でしょうか。 

○委員長（金子秀一君）精神保健福祉センター所長。 

○精神保健福祉センター所長 国の大綱を見ますと、やっぱり女性の強化というのは上がって

いまして、女性がやっぱり急増しているというのは国も重く見ておりますので、それはもとも

と入っておるところです。 

 意見を言うという機会があれば、そういったことはお伝えしていきたい。国のほうにはお伝

えする機会あれば、しっかり伝えていきたいと考えております。以上です。 

○委員長（金子秀一君）森本委員。 

○委員（森本由美君）国がと所長がおっしゃったので、そういうふうに申し上げました。 

 独自にうちの市の自殺対策計画ということでできるのであれば、ぜひ入れていただきたいと

いうことを要望して終わりたいと思います。 

○委員長（金子秀一君）ほかにありませんか。 
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 私から、じゃ１点。 

 ここで副委員長と交代します。 

（委員長と副委員長が交代） 

○副委員長（森本由美君）金子委員長、どうぞ。 

○委員（金子秀一君）私も公明党市議団で、昨年度ウエルビーイングに関する幸福度調査とい

うのをさせていただきました。 

 その中で、議会質問等でもさせていただいたんですけども、幸福度が年代別、性別でお聞き

した中で、年代別で男女ともに30代、40代の皆さんがやっぱり幸福度が低いという結果が出て

しまいました。高齢の方は比較的高く、働き盛りでいわゆる子育て世代の30代、40代の男女と

もに、今回の女性の自殺の数がというお話もありましたけれども、やはり自殺対策、先ほど教

育委員会との連携とかという話もあって、なかなか課が違うのでというのもありましたが、自

殺対策の計画を練る中で、やはりそうしたもの、この計画をただつくるんではなくて、幸福度

のどういった政策を打っていくのかということを、ほかの局にも波及するような、そういった

意見の交換というか、そういった指標になればと思っておりますので、今つくられている計画

が北九州市民の皆さんにとっての自殺をなくすというものの対極に、やはり充実感をいかに感

じていただけるかということの指標となるような、そういったものをぜひつくり上げていただ

きたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。私からは要望とさせていた

だきます。 

○副委員長（森本由美君）ここで委員長と交代いたします。 

（副委員長と委員長が交代） 

○委員長（金子秀一君）ほかにございませんか。西田委員。 

○委員（西田一君）毎回同じことを申し上げているんですが、目標数値はやはりゼロであるべ

きだと考えます。これまでいろいろ御説明ありましたが、やっぱりこの13.33というのは、僕は

ゼロじゃないといけないなと思っています。例えば、じゃ、令和８年目標数値が、自殺者が12

人でしたと、目標達成ですって、おかしいじゃないですか。僕はやっぱりゼロにすべきだと思

います。以上です。 

○委員長（金子秀一君）ほかにございませんか。 

 ほかになければ、以上で報告を終わります。 

本日は以上で閉会します。 

 
           保健福祉委員会  委 員 長   金 子 秀 一 ㊞  
                    副 委 員 長   森 本 由 美 ㊞  


